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第１２回 秦野支部総会の取り扱いについて（お知らせ） 

 

日頃から、友の会活動にご理解、ご協力いただき、誠にありがとうございます。 

さて、当会では、例年この時期（9 月頃）に定期総会を開催しておりますが、

昨年同様、新型コロナウイルスの感染拡大防止という観点から、会員の皆さんに

お集りいただいての総会は取りやめることにいたしました。 

つきましては、友の会会則第 16条（３）「特別な事情により支部総会の開催が

困難な場合は、支部役員会がこれに代わることができる」に基づき、支部役員会

（8 月 27 日会計監査）がこの任にあたることにいたしましたのでお知らせいた

します。 

つきましては、友の会活動につきましてご意見・ご要望がありましたら、お手

数ですが友の会役員までお申し出ください。 

今後とも友の会秦野支部の活動につきましてよろしくお願いいたします。 

 

以上 


